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はじめに 

 

 

 国立市では、職員の能力を最大限に発揮して組織力を高めるため、職員が働

きやすい職場づくりを推進し、市民サービス向上に努めている。 

 平成 27 年には、性別に関わらず誰もが活躍できる職場環境を整備し、活力

ある組織を実現するために「国立市女性活躍推進アクションプラン」を策定

し、女性職員が働きやすい職場環境づくりのための具体的な方策を示した。 

女性職員で組織された「女性リーダーシップワーキンググループ」（以下

「ワーキンググループ」という。）では、アクションプラン策定のきっかけと

なった提言書を提出した後も、アクションプラン実現に向けた取り組みを推進

するために、年度ごとにメンバーを入れ替えながら継続的に活動を行ってい

る。 

当アクションプランは平成 27 年から令和元年度までの５ヶ年計画となって

おり、振り返りを行うこととなっていた平成 30 年度には、ワーキンググルー

プでの検討を踏まえた庁内アンケートを実施することで全職員からの意見を聞

く機会を設け、集約結果をもとに各項目の評価を行った。 

 そして、ここで５年間の計画期間が終期を迎えたため、全体の振り返り及び

各項目の評価を行うこととする。 

 

令和２年８月 

行政管理部職員課 
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１．「国立市女性活躍推進アクションプラン」について 

（１）アクションプラン策定の背景 

国立市では、「国立市人材育成基本方針」において「女性が管理職になりやすい環境の整備」を施策のひ

とつとして掲げており、この取り組みの一環として「女性リーダーシップ研修」を継続的に実施してき

た。「女性が管理職になりやすい環境の整備」のためには、女性職員が安心して働き、管理職を目指したく

なるような、働きやすく、やりがいのある職場づくりが必要である。国立市では、これを組織としての課

題ととらえ、女性職員が主体的に問題に向き合うため、平成２５年１１月に実施した同研修の受講者から

「女性リーダーシップ研修ワーキンググループ（以下ＷＧ）」を結成した。 

この WG では、「女性が管理職を目指すためには」という命題に基づき、誰もが働きやすい職場づくり

等を実施目的として検討を重ね、平成 26 年 12 月には市へ提言書が提出された。 

市では、この提言書に基づき、国立市第四次男女平等推進計画（女性職員の積極的な登用）や、国立市

人材育成基本方針（女性が管理職になりやすい環境の整備）を実現可能なものにするための土壌づくりを

目的として、平成 27 年に「国立市女性活躍推進アクションプラン」を策定した。 

 

（２）アクションプランの位置づけ 

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成 27 年法律第 64 号）が施行され、特定事業主

には、女性の職業生活における活躍に関する状況の把握、課題分析、その課題を解決するのにふさわしい

数値目標と取組を盛り込んだ行動計画の策定・公表が義務付けられた。国立市では、平成 27 年 7 月に女

性職員の活躍について計画した「国立市女性活躍推進アクションプラン」を策定しているため、このアク

ションプランを、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律における特定事業主行動計画と位置付

けている。 

 

 

２．５年間の総括 

国立市では、平成 27 年に策定した「国立市女性活躍推進アクションプラン」に基づき、性別に関わら

ず誰もが活躍できる職場環境を整備し、活力ある組織を実現するための取り組みを推進してきた。令和元

年度をもって、当アクションプランの計画期間である５年を終えたため、ここで総括を行う。 

 

（１）職員の意識変化と課題 

この５年間で、管理職を希望する女性職員の割合は増加しており、職員の意識に変化があることがうか

がえる。その一方で、管理職に占める女性職員の割合に大きな変化は見られず、意識変化の結果が数値に

現れるには一定の時間を要することが見込まれる状況となっている。 

「女性が管理職になりやすい職場環境に重要」と考えられる事項について、すべての正職員を対象に庁内

アンケートを実施したところ、「産後休暇・育児休業明けのフォロー」や「管理職とのコミュニケーション
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の充実」が重要であるという回答が多い結果となり、５年前に同内容で実施したアンケート結果から大きな

変化は見られなかった。これは、職場全体でのフォロー体制の構築や、管理職の意識啓発が課題であるとい

う認識がこの数年で改善されていないということであり、引き続き課題解決に向けた取り組みを推進してい

く必要がある。また、「その他」の取り組み案として回答された「ロールモデルの存在」を増やすことや、

「ワークライフバランス実現」に向けた取り組みも継続的に行い、女性職員に限らず、誰もが働きやすい職

場環境づくりを推進することで、組織全体の意識改革に長期的に取り組み続けていく必要がある。 

 

（２）WG の活動 

アクションプランの計画期間である５年間、WG では年度ごとにメンバーを入れ替えながら活動を継続

しており、アクションプランに基づき各具体案を実現するための検討を重ねてきた。平成 30 年度には、

アクションプラン策定時から WG が検討してきた内容を踏まえて庁内アンケートを実施し、WG での検討

内容と職員からの意見を集計したアンケート結果に基づいて各項目の評価を行った。 

WG の活動は、当初の目的である「女性職員が主体的に問題に取り組む」ことを越えて、アクションプ

ランの推進に大きく寄与し、組織全体の意識啓発の役割も担った。さらに今回の振り返りにおいても、当

事者の意見から取り組みの評価を行い、次期計画検討において重要な示唆を与えた。今後も同様の取り組

みを継続発展させていくことが、女性活躍の推進に必要である。 

なお、WG の位置づけ、活動及びアクションプランの評価については P13 以降に詳細を記載する。 

 

（３）今後の取り組み 

今回の振り返りは、WG での評価を踏まえてのものであるが、取り組みが不十分であった項目や、明ら

かとなった課題等については今後も取り組みを継続し、また新たな対応策を検討・実施していく必要があ

る。取り組みが不十分であった項目として、具体的には人員配置や定員管理に関わる事項が多く見られ

る。例えば、この数年間で育児休業を取得する職員が増加している中、一般職の職員が育児休業を取得し

た際の代替として、原則は非正規職員での補充となっているため、１人当たりの業務負担が増大している

職場が複数ある。この課題に対して、アクションプラン内で「休業に対する人員確保」について取り組む

必要があるとしていたが、課題解決に至っていない。このような問題に対しては、既存の枠組みの中では

対応することが困難であり、別角度からの検討・対応が必要であることが明らかとなったものであり、今

後の新たな課題として認識する必要がある。 

限られた人員の中で多様化する市民ニーズに応えるためには、現状を正確に把握・分析した上で、人員

配置及び業務配分を適正に行う等の取り組みと併せて、組織体制のあり方や業務内容の見直しを行い、人

員構成及び制度改正等も含めた抜本的な改革に取り組むことが必要である。 

令和２年度以降の計画策定に当たっては、次期特定事業主行動計画の策定の際に、女性活躍推進に関す

る項目を包括した内容とすることで、国立市において女性活躍を推進するとともに、新たな課題に取り組

むための行動指針とする。これまではアクションプランを「女性の職業生活における活躍の推進に関する

法律」に基づく特定事業主行動計画の一部としてきたが、次期計画においては「次世代育成支援対策推進

法」に基づく計画と一本化し、職員の家庭と仕事の両立支援及び誰もが働きやすい職場環境づくりの推進

について、組織全体で取り組んでいくこととする。 
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年度 男 女 不明 合計

H27 16 5 1 22
R1 9 5 0 14
H27 58 40 2 100
R1 49 26 2 77
H27 5 2 0 7
R1 6 2 0 8
H27 32 25 2 59
R1 42 23 0 65
H27 17 10 3 30
R1 10 5 0 15
H27 32 16 2 50
R1 45 23 2 70

その他

女性職員同士の意見交換の場

女性職員の相談窓口の設置

産後休暇・育児休業明けのフォロー

女性職員と管理職との
コミュニケーションの充実

ハラスメント研修の実施

３．アクションプラン３本柱ごとの評価 

「国立市女性活躍推進アクションプラン」では、「女性が管理職を目指すために必須の３本

柱」として「職場環境の整備」「ワークライフバランスの実現」「女性職員の意識改革・管理職

を目指すための啓発」を掲げている。 

ここでは、３本柱の項目ごとに評価を行う。 

 

（１）職場環境の整備 

下表１のとおり、平成 27 年度と令和元年度に実施したアンケート結果を比較すると、ア

クションプランに基づき取り組みを進めた項目の回答数の減少が見られ、職場環境の整備に

一定の効果があったと考えられる。一方、「女性職員と管理職とのコミュニケーションの充

実」、アクションプランの項目「残業時間数に応じた定数の見直し」や「課長の係長兼任をな

くした人員の配置」等、人事配置や定員管理といった組織運営に深くかかわる項目について

は、十分な取り組みが進められていないため、更に取り組みを推進していく必要がある。 

 

表１ 

Ｑ．（すべての正職員の方へ）「女性が管理職になりやすい職場環境について、最も重要と 

思われるものは、次のうちどれですか？」  （平成 27 年度と令和元年度の比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    （「特定事業主行動計画策定のためのアンケート」より抜粋）  

 

＜取り組みの効果があったと考えられる項目＞ 

項目 取り組み事例 

女性職員の相談窓口の設置 ハラスメント相談員の設置、職員課へ保健師を配属 

産育休明けのフォロー 各職場及び管理職の意識向上 

女性職員同士の意見交換の場 アクションプランに基づく座談会の実施 
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（２）ワークライフバランスの実現 

ワークライフバランスについては、下表２・３の通り、時間外勤務時間数が減少している

こと、男性職員の出産支援休暇及び育児参加休暇の取得実績が増加傾向で定着していること

から、一定の成果があったと言える。時間外勤務削減については、アクションプランの項目

には含まれていないが、「国立市職員定数及び時間外勤務時間数の適正化計画」に基づく取り

組みもあり、大きく減少した。 

 

 

表 2 時間外勤務時間数の推移 【対象：すべての正職員】 

 

≪１人あたり年間時間外勤務時間数≫ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

                                               ★時間外勤務は、全体的に減少傾向にある。 

               

 

表 3 出産支援休暇、育児参加休暇の取得実績（取得人数・平均取得日数） 

【対象：該当年度に子が生まれた男性職員（グラフ内、年度の下段（ ）内に人数を記載）】 

       

≪出産支援休暇≫              ≪育児参加休暇≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

★いずれの休暇も取得人数・取得日数ともに増加傾向で定着している。 
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希望している

4%

条件が整えば

いずれ希望したい

10%

あまり望んでいない

35%

望んでいない

51%

平成２４年度
希望している

5%

条件が整えば

いずれ希望したい

18%

あまり望んでいない

32%

望んでいない

45%

令和元年度

（３）女性職員の意識改革・管理職を目指すための啓発 

管理職の人数には表れていないが、意識の変化は起きている。今後は、ロールモデルや係

長職を目指すための意識啓発等を更に促進するため、新たな取り組みが必要である。 

女性職員の昇任意欲については、下図１のとおり、管理職になることを「希望している」

又は「条件が整えばいずれ希望したい」女性職員の合計割合は、平成 24 年度１４％から令

和元年２３％に上昇しており、職員の意識に変化があり、これまでの取り組みによる一定の

成果が出ていると考えられる。 

次ページ表４のとおり、管理職（部長職・課長職）に占める女性割合は、９．３％から１

０．７％と微増しているものの、依然として低水準での推移である。 

 一方、課長補佐・係長については、５年間で男性課長補佐が大きく増加しているが、女性

の課長補佐は増加しておらず、結果として課長補佐・係長に占める女性割合は大きく低下し

ている。 

 役職者全体に占める女性の割合としては、５年間で２１．２%から２０．０％に微減して

おり、管理職に占める女性の割合を増加させていくにあたり、その前段である係長・課長補

佐まで含めた検討が必要である。 

 

 

 

 

図１ 庁内アンケート（「特定事業主行動計画策定のためのアンケート」より抜粋） 

Ｑ．（女性職員の方へ）「管理職になる事を希望していますか？」 
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11 11
38 39 9 21

65 69

153 1475 6
5 5

23 24

146 158

H27 R2 H27 R2 H27 R2 H27 R2 H27 R2

部長 課長 課長補佐 係長 一般職

男 女

人数 ％ 人数 ％
H27 11 100.0 0 0.0 11
R2 11 100.0 0 0.0 11
H27 38 88.4 5 11.6 43
R2 39 86.7 6 13.3 45
H27 49 90.7 5 9.3 54
R2 50 89.3 6 10.7 56
H27 9 64.3 5 35.7 14
R2 21 80.8 5 19.2 26
H27 65 73.9 23 26.1 88
R2 69 74.2 24 25.8 93
H27 123 78.8 33 21.2 156
R2 140 80.0 35 20.0 175
H27 153 51.2 146 48.8 299
R2 147 48.2 158 51.8 305
H27 276 60.7 179 39.3 455
R2 287 59.8 193 40.2 480

課長

課長補佐

係長

合計

女男年度 合計

部長

管理職合計

役職者合計
（部長～係長）

一般職

 

表 4 職員人数（役職別男女比） 

平成 27 年及び令和２年それぞれの４月１日時点の人数比較   
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４．アクションプラン取組実績と今後の課題 

「国立市女性活躍推進アクションプラン」では、「女性が管理職を目指すために必須の３本柱」

として「職場環境の整備」「ワークライフバランスの実現」「女性職員の意識改革・管理職を目指

すための啓発」を掲げている。そして、それぞれの柱ごとに、性別に関わらず誰もが活躍できる職場

づくりのための具体的な方策が２２項目挙げられており、緊急性及び実現可能性を考慮した上で下図２

の通り群分けを行っている。このうち実現可能性の高い A 群と B 群にあたる項目を中心に、職員課及

びワーキンググループにおいて実現に向けての検討、改善を行ってきたところであるが、ここでは、

それぞれの具体案についての取り組み実績及び今後取り組むべき課題について考察する。 

 

図２ アクションプラン群分け 
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（１）職場環境の整備 

 
性別、在職年数、職層や職種に関わらず、柔軟で建設的なコミュニケーションをとることに

より風通しの良い職場環境をつくるために、具体案が９項目挙げられている。 

 

職場環境の整備 

①業務分担の見直し 

A 群 
②女性職員同士の座談会の実施 

③ノー残業デーの名称変更 

④自己申告票の周知 

⑤旧姓使用の選択手法の明確化 
B 群 

⑥ファシリテーション研修の実施 

⑦繁忙期における部内異動等の対応 

C 群 ⑧残業時間数に応じた定数の見直し 

⑨課長の係長兼任をなくした人員の配置 

 

このうち、すでに完了した事項としては「⑤旧姓使用の選択手法の明確化」がある。平成 28

年に「国立市職員旧姓使用取扱要綱」を定めて現在は 28 名の職員が申請手続きを経て、業務

上で旧姓を使用している。婚姻等で戸籍上の氏を改めることによる不利益・不都合を軽減し、

職場における男女平等の実現を図るとともに、業務の継続性及び安定性確保に寄与する取り組

みである。 

その他、実施又は改善に着手した事項のうち、継続して取り組む必要がある事項としては、

「②座談会の実施」や「③ノー残業デーの名称変更（ワークライフバランスデーの実施）」等が

挙げられる。引き続き取り組みを推進し、職員の意識向上を図る。 

一方で、C 群に位置付けられている項目については、人事配置や定員管理に関係する内容で

あるため早急な対応が難しい部分であり、改善のためには既存の枠組みにとらわれずに抜本的

な改革を行う必要がある。 

良好な職場環境づくりのためには、職場内での人間関係構築が肝要であることから、前出の

アンケート結果に基づき、今後は「女性職員と管理職とのコミュニケーションの充実」を中核

とした取り組みを推進することが求められる。日頃からコミュニケーションを頻繁にとること

で、上司は職場内の様子が把握しやすくなり、信頼関係が確立されていれば、職員も意見が言

いやすくなる。このことにより相互理解が深まり、すべての職員が働きやすい職場環境となる

ことが期待される。 

 



  

- 10 - 
 

（２）ワークライフバランスの実現 

 

職員が、精神的にも体力的にも安定して働き続けるために不可欠である、「家庭生活」と

「仕事」の両立に関する具体案が 10 項目挙げられている。 

 

ワークライフバランスの実現 

①ワークライフバランスの研修実施 

A 群 

②ハラスメント防止研修実施、女性職員の相談窓口 

③男性職員の出産支援休暇、育児参加休暇 

④小学生の子対象の看護休暇 

⑤休暇制度の周知 

⑥メンタルヘルス、健康相談の活用・充実 

B 群 ⑦リフレッシュのための休暇取得促進 

⑧男性職員の育休取得促進・WLB の職場への理解浸透 

⑨休暇・休業取得時の職場の人員確保 
C 群 

⑩係長以上の産休・育休の取得 

 

「①ワークライフバランス」及び「②ハラスメント防止」については、研修を実施するこ

とで職員の意識啓発に努めている。ハラスメント対策としては、相談員を設置するほか、相

談フローを作成・周知しており、職員が安心して働くことができるよう、引き続き理解浸透

に向けた取り組みを推進していく。 

休暇関連事項については、「④子の看護休暇」の対象年齢拡大のように制度改正によるもの

のほか、「③⑧男性の子育て関連休暇・育児休業」は制度周知を強化したことで職員への理解

浸透が進み、いずれも休暇取得人数が増加している。 

また、「⑥メンタルヘルス」に関する新たな取り組みとして、「メンター制度」導入につい

て検討を進めている。主に新人職員を対象に、自部署以外で気軽に話のできる職員を持てる

よう仕組みをつくり、職場に馴染みやすくすることを目的としたものであり、メンタルヘル

スの維持・向上が期待できる。 

今後は、C 群に位置付けられている事項を重点的に推進し、適正かつ余裕のある人員配置

を行うことで、休暇を取得しやすい環境をつくり、職員のワークライフバランス実現を推進

する。 
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（３）女性職員の意識改革・管理職を目指すための啓発 

 

管理職の職責・役割を女性職員へ伝える機会の提供や、意見交換の場を設けることで女性職員が

管理職になることをイメージしやすくして、管理職になることのハードルを下げるための３項目が

挙げられている。 

 

女性職員の意識改革・管理職を目指すための啓発 

①キャリアプラン研修の実施・女性管理職講話 
A 群 

②自己啓発取り組み等の推進 

③人事評価制度の取り組みの推進 B 群 

 

いずれも既に取り組んでおり、継続的に実施している。女性職員の意識啓発は徐々に進んでいる

ことは前述の通りであるが、取り組みの効果が結果として現れるには時間を要するため、今後も引

き続き女性の意識啓発に資するよう、取り組みを推進する。 

管理職への昇任を希望しない女性職員が多いことについて、ロールモデルの不在を問題点と捉え

る意見も多く、女性職員が管理職になることをイメージしやすい環境づくりが求められる。 

また、管理職の前段である係長職になるにあたっての意識啓発も必要である。研修実施の拡充等

により、法務能力や実務遂行能力を高めると同時に、役職者の責任や役割を知る機会を設けること

で、自信をつけながら徐々にステップアップしていくことのできる仕組みを構築する。管理職にな

った際には周囲から適切に手助けや助言を受けられるサポート体制を整備することも含め、女性職

員の昇任に対するハードルを下げる取り組みを引き続き推進していく。 
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女性リーダーシップ 

ワーキンググループ 

による振り返り評価 
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女性リーダーシップワーキンググループについて 

 

 

ワーキンググループの位置づけ 

「女性が管理職になりやすい環境の整備」のためには、女性職員が安心して働き、管理職

を目指したくなるような、働きやすく、やりがいのある職場づくりが必要である。国立市で

は、これを組織としての課題ととらえ、女性職員が主体的に問題に向き合うため、「女性リー

ダーシップ研修ワーキンググループ」（以下「ワーキンググループ」という。）を結成した。 

ワーキンググループからの提言に基づき、市では平成 27 年に「国立市女性活躍推進アク

ションプラン」を策定し、組織全体で「誰もが働きやすい職場づくり」に取り組んでいくこ

ととなった。 

アクションプランが策定された後も、ワーキンググループでは定期的に会議を開催し、ア

クションプランに掲げられている各具体案を実現させるための検討を深めてきた。年度ごと

にメンバーを入れ替えることで多角的な視点を取り入れ、庁内アンケートの実施、様々なテ

ーマでの座談会の開催等、メンバー以外の職員からの意見を聞く機会を設けることや、集約

した意見を公表する等の取り組みにより、組織全体での意識啓発を推進するために活動して

いる。 
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所属 氏名

1 市長室 田中　朋香

2 収納課 山路　直子

3 しょうがいしゃ支援課 濱　彩乃

4 子育て支援課 清水　美穂

5 なかよし保育園 阿部　文恵

6 福祉総務課 古田　陽子

7 生活コミュニティ課 大塩　亜季

8 都市計画課 髙橋　深雪

9 教育指導支援課 河野　裕美

10 くにたち中央図書館 軽部　直美

11 議会事務局 前川　綾香

12 職員課（事務局） 村上　祥千

所属 氏名

1 市長室 村上　祥千

2 総務課 磯　宏美

3 福祉総務課 坂詰　夏希

4 しょうがいしゃ支援課 川上　星子

5 児童青少年課 山﨑　瞳

6 子育て支援課 古田　陽子

7 子育て支援課 水口　知子

8 生活コミュニティ課 相馬　玲子

9 教育総務課 亀山　篤子

10 議会事務局 伊形　美幸

11 職員課（事務局） 伊東　敦子

ワーキンググループのあゆみ 

 

平成２５～２６年度 

◇メンバー◇   

  

                        

                       ◇主な取り組み◇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２７～２８年度 

◇メンバー◇    

                       ◇主な取り組み◇ 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２５年１１月に実施した「女性リ

ーダーシップ研修」の受講者から「女性

リーダーシップ研修ワーキンググルー

プ」を結成。初代メンバーとなる。 

 このメンバーにより、市へ提言を行

い、組織全体で「誰もが働きやすい職場

づくり」を推進していくこととなった。 

 この提言書に基づき、翌年の平成 27

年度に「国立市女性活躍推進アクション

プラン」が策定される。 

 アクションプランが策定され、具体

案の実現に向けた話し合いが開始され

た。 

ゲストを招いた座談会を実施して全

庁的に内容の周知を行うことや、キャ

リアデザイン研修の中で女性管理職講

話を実施した。子の看護休暇の対象年

齢が拡大されたり、旧姓使用要綱が施

行されたりと、制度改正も含め、アク

ションプランに掲げられた内容が次々

と実現していく。 
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所属 氏名

1 市長室 市川　綾子

2 総務課 磯　宏美

3 高齢者支援課 岩嵜　智美

4 健康増進課 伊東　敦子

5 児童青少年課 山﨑　瞳

6 子育て支援課 田中　美津子

7 生活コミュニティ課 相馬　玲子

8 教育指導支援課 野島　三可

9 議会事務局 伊形　美幸

10 職員課（事務局） 鈴木　沙希

所属 氏名

1 市長室 鈴木　歩

2 市長室 市川　綾子

3 政策経営課 清水　茉友

4 建築営繕課 江澤　映理子

5 市民課 橋本　恵美

6 高齢者支援課 磯　宏美

7 高齢者支援課 岩嵜　智美

8 児童青少年課 野島　三可

9 子育て支援課 田中　美津子

10 生涯学習課 藤田　有彩

11 職員課（事務局） 鈴木　沙希

 

 

平成２９年度 

◇メンバー◇    

                        

                      ◇主な取り組み◇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０～３１（令和元）年度 

◇メンバー◇    

                        

                       ◇主な取り組み◇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 アクションプランに関わる事項につ

いて、メンバーの周辺職員に聞き取りを

行ったり、年度内で座談会を２回実施し

たりと、メンバー以外の職員を巻き込

み、プラン実現に向けて課題となってい

ることを明らかにする活動を多く行っ

た。また、会議運営の方法を変更し、メ

ンバーが交代でファシリテーターを経

験することができた。 

アクションプラン計画期間の終期に

向け、全庁アンケートを実施しながら

全体の振り返りを行い、評価をした。 

男性職員の育児休業取得を促進する

ための座談会を実施し、成果物として

「子育て関連休暇の手引き」を作成。 

初の課外活動では、女性の活躍して

いる職場を見学するため、市長・副市

長の IKEA 立川視察に、WG メンバー

も同行した。 
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ワーキンググループによるアクションプランの評価 

 

ここからは、ワーキンググループにおいて、会議での検討及び全庁アンケートの結果を踏

まえて行った評価について記載する。 

 

 

（１）職場環境の整備 

①業務分担の見直し ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １９ 

②女性職員同士の座談会の実施 ・・・・・・・・・・・・・・ ２２ 

③ノー残業デーの名称変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・ ２４ 

④自己申告票の周知 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２６ 

⑤旧姓使用の選択手法の明確化 ・・・・・・・・・・・・・・ ２８ 

⑥ファシリテーション研修の実施 ・・・・・・・・・・・・・ ２９ 

⑦繁忙期における部内異動等の対応 ・・・・・・・・・・・・ ３０ 

⑧残業時間数に応じた定数の見直し ・・・・・・・・・・・・ ３２ 

⑨課長の係長兼任をなくした人員の配置 ・・・・・・・・・・ ３２ 

 

（２）ワークライフバランスの実現 

①ワークライフバランスの研修実施 ・・・・・・・・・・・・ ３４ 

②ハラスメント防止研修実施、女性職員の相談窓口 ・・・・・ ３６ 

③男性職員の出産支援休暇、育児参加休暇 ・・・・・・・・・ ３８ 

④小学生の子対象の看護休暇 ・・・・・・・・・・・・・・・ ４０ 

⑤休暇制度の周知 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４２ 

⑥メンタルヘルス、健康相談の活用・充実 ・・・・・・・・・ ４４ 

⑦リフレッシュのための休暇取得促進 ・・・・・・・・・・・ ４６ 

⑧男性職員の育休取得促進・ﾜｰｸﾗｲﾌﾊﾞﾗﾝｽの職場への理解浸透・・ ４８ 

⑨休暇・休業取得時の職場の人員確保 ・・・・・・・・・・・ ５０ 

⑩係長以上の産休・育休の取得 ・・・・・・・・・・・・・・ ５０ 

 

（３）女性職員の意識改革・管理職を目指すための啓発 

 ①キャリアプラン研修の実施・女性管理職講話  ・・・・・・・ ５２ 

②自己啓発取り組み等の推進  ・・・・・・・・・・・・・・・ ５４ 

③人事評価制度の取り組みの推進 ・・・・・・・・・・・・・ ５６ 

 

 



（１）職場環境の整備 ̶ ①  
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①１年間の詳細な業務スケジュールを作成する中で、女性職員の負担が軽減できそうな 

業務を洗い出し、各職場（課・係）において業務分担の見直し等を行う。 

（各職場において、複数共有体制の是非などを含めて検討する。） 
 

A 群 
業務分担や進行管理の改善という課題の解決に向けて検討された案である。これらは各

職場の実行能力に委ねられる部分が大きいが、業務分担や進行管理という基本的なマネジ

メントに密接しており、職場環境の整備という柱の実現に必須の項目である。 

ミーティングや打ち合わせの定期実施については既に実施している職場もあるので、市

役所全体で慣行となるよう、積極的に呼びかける。職員間のコミュニケーションにより、

仕事の進捗状況を共有し、係長、課長が業務量を把握することで、特定の職員に仕事が偏

らないよう調整する。 

内容 

 

評価 

アンケートの結果では、現在の業務分担が概ね適正と感じている職員が多い一方で、適

正ではないと感じている職員の意見は看過できないものもある。 

業務分担の方法は職場によって異なるが、適正な業務分担のためには、アクションプラ

ンに掲げている「年間スケジュール作成」のほか「情報共有」や「日頃からのコミュニケ

ーション」を重要視する声も多く、今後は全庁的な仕組みづくりが必要であると考えられ

る。 

また、子育て中かどうかに関わらず、特定の個人に偏りすぎないよう、課長や係長が適

正に業務を配分することと併せて、業務の見直しを行い、削減可能な事業がないか精査す

ることや、より効率的な実施方法を検討することも求められる。 

 

◇ワーキンググループでの検討◇ 
検討事項 

・メンバーの身近にいる子育て期間中の職員へヒアリングを行い、会議内で共有した。 

・自部署の業務分担について、情報交換を行った。 

提案事項 

・臨機応変な業務分担を行うための「夕礼」を推奨 

・自席以外でも業務が行えるよう、タブレットを導入する 

・管理職向けの研修実施（ロールプレイングを含む） 

意見 

職場によって業務分担や時間外勤務の考え方が異なる。また、子育て中の職員が負担に

感じていることもあまり共有できていないが、どのような人員状況や業務であっても対

応可能な取り組みが必要である。 

 

◇庁内アンケート質問事項◇ 
Q1．現在の業務分担についてどう思いますか？現在、子育て中かどうか併せてお答えください。 

Q2．そのように感じる理由を教えてください。 

Q3．現在の部署で情報共有の機会があれば、形式・頻度を教えてください。 

Q4．業務におけるタイムマネジメントで実践していることがあれば教えてください。 

Q5．適正な業務分担のためには何が有効だと思いますか？ 
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【理由（抜粋）】

子育て中 子育て中ではない

適正である

・皆さんが同じ立場だと思うから
・業務量が多くないと感じている
・基本的に勤務時間内に業務が終わるため
・概ね最小限の残業で対応できているため
・終業時間になると声かけをしてくれる等、配慮してくれている
・周りの皆様の助けもあり、期限内に業務を遂行できている
・家族の体調に合わせ、柔軟に休暇が取れる
・急な休暇でもとりやすい環境である
・配属された際、子育ての状況を確認した上で分担をしてもらった

・残業時間の極端な偏りがない
・一定の職員に負担がかかっているような場面は見受けられない
・業務のしわ寄せを感じない
・時短勤務を行いやすい環境だから

まあまあ
適正である

・子供の学校行事や病気の時に勤務体制の配慮をしてもらえるが、
　仕事内容によっては休めない時もある。
・時間外でしかできない作業や夜間会議を免除していただいている
・ケース担当を外してもらたったり業務量を減らしてもらっている
・業務量が多い割には職員数が少ないが、残業時間は少ない方だと
　感じている
・話し合って協力しながらやっている。
・時短の場合には、勤務する時間に対して適正な業務量を分担でき
　るとよい

・育休、産休の制度も整っているし、子供の体調で休暇をとること
　も可能な環境である
・係全体で協力し合っている
・子育て中の職員が急遽休んでも、業務上、特に支障はない
・育休の過員配置は一定程度なされている
・部分休業を取得していればほとんど帰宅できるが、それ以外の職
　員が残業を行い、業務を終わらせている。
・子育て中の職員は時間外勤務や遅出勤務を免除する原則を守って
　いるが、業務の都合によりやむを得ず対応してもらうこともある
・課内で子育て期間中の職員が、男性で課長職と係長職であるため
　業務負担の軽減や見直しには限界があると考える

あまり適正
ではない

・他の職員に負担がかかることから、業務を渡しづらい。
・育児時間取得者は残業をしないという暗黙のルールがあり、
　それが公平な業務分担に影響していると考える。
・専門職のため一人で抱える業務が多い
・業務量と人員のバランスが悪い
・時短勤務だからといって、職員数が増えるわけではないので、
　仕事量は時短取得前とあまり変わらない
・子育てを中だからといって、分担が軽減できる状況ではない。
・育休代替に嘱託職員ではなく、正職員を置かないのは、他市の
　状況を踏まえると遅れている

・時間短縮勤務を取得している職員の替わりに他の職員に負担が
　かかることは不可避
・軽減する分を人員増で補うべき。
・係内の職員が少なく、分担ができる状況でない
・全員で同じ業務をやっているわけではない以上、やはり、どう
　しても業務分担の偏りは出てしまう。
・子育て中かどうかで業務分担を行っていない
・子育て職員がどれほど仕事に時間を割けるのか不明
・経験や職務上のスキル、特性等から、誰でもできるわけではない
　業務が存在するのが現状の一方で、特定の職員に業務が偏りがち
　だったり、分担しようのない業務がある。

適正
ではない

・ひとつの部署に産休育休中や時短勤務中の職員が複数いるため、
　かなり厳しい労働環境である。産休育休中や時短勤務中の職員の
　分を残業可能な職員が残って行なわなければならない。
・子育て中でも、能力のある方に業務が偏る傾向があるため。
・業務そのものの棚卸しをせず、所管部署全体の業務量が変わって
　いないため
・子育て中という理由で配慮されたことはない。早く帰るのは自由
　だが、だからと言って仕事の分担が減ることはなく、むしろ周囲
　より多くを課せられてきた
・子育てしていない職員のほうが早く帰っている
・業務量が多く、夜間の会議へも出席が必要であるため部分休業は
　実質取れていない

・欠員となった分を残りの職員でフォローしなければいけない
・子育て中の職員だけが長年ずっと同じ業務を担当しているため、
　課内の業務の担当を回すことができず、その職員の業務経験も
　増えない。
・子育て中かどうかが人事措置に反映されているかわからない
・若手の方が業務量が多い。職場のほとんどが自分より給与が高い
　にもかかわらず、業務量が少ない。結果そういう人の方が自分よ
　り有給消化率も高い
・現体制では業務分担の軽減など不可能に近い

◇庁内アンケート結果◇ 
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②女性職員同士の座談会（仮称）の開催 
 
A 群 

WG からは、「WG のように女性職員の自主的なグループの集まりができれば、お互い

の職場の状況や考えていることを共有できて良いのではないか」という意見があった。女

性職員同士が考えや悩みを共有することで連帯感を醸成し、職員同士のコミュニケーショ

ンやモチベーションの向上に繋がることが期待できる。実際に、WG の会議や座談会等で

はじめて聞き取れた意見や悩みは多くあり、それらを職場環境に反映させる手法等を検討

する。 

内容 

 

評価 

アクションプラン策定以降、毎年様々なテーマで座談会を実施している。 

普段つながりのない職員同士の交流の機会として、参加者から継続を希望する声もあ

り、アクションプラン実現に向けての意見集約の場にもなっていることから、今後も継続

して実施していきたい。 

アンケート結果を見ると「内容によっては参加したい」という意見が多く、職員が興味

をもつ内容も概ね把握できた。今後の開催に際しては、情勢等も併せて勘案して内容を検

討したい。同じ課題を抱える職員同士の交流の場とするため、対象者はテーマに合わせて

選定することとし、「女性職員同士」に限る必要はないと考える。 

 

◇ワーキンググループでの検討◇ 

検討事項 
・昇任試験受験を促進するため、係長昇任した女性職員との座談会を開催した。 

・子育て中の男性職員との座談会を開催した。 

提案事項 
・庁内掲示板を活用し、座談会に参加できなかった職員へも内容を周知する。 

・今後も継続して座談会を実施する。 

意見 
何度か座談会を実施することができた。 

今後は内容を庁内周知し、全職員に情報共有を図る。 

 

◇取り組み実績◇ 

実施年度 座談会テーマ 

平成 28 年度 ・産前・産後休暇、育児休業取得時の状況や悩みに関する座談会 

平成2９年度 
・係長職の業務や昇任についての考え方に関する座談会 

・男性職員の子育て関連休暇に関する座談会 

平成30年度 ・男性職員の育休取得に関する座談会 

 

◇庁内アンケート質問事項◇ 
Q1．座談会を開催した場合、参加したいと思いますか？ 

Q2．どんな内容の座談会なら参加してみたいと思いますか？ 
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 ＊その他テーマ案＊ 

 ・先輩職員がどういうモチベーションで仕事をしているのか、聞いてみたい。 

 ・業務改革 → 縦割り業務/組織の改革、ムリ/ムダ/ムラの撲滅など 

 ・他の自治体または私企業との交流 

 ・育休・時短・病休中の職員がいる職場における業務の進め方について 

 ・自身のキャリアプランがかなう人材育成方針・組織の仕組みづくり 

 
 
◇庁内アンケート結果◇ 
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③ノー残業デーの名称変更 
 
A 群 

国立市では金曜日を“ノー残業デー”と設定しているが、職場によっては会議等により

残業せざるをえない部署もあり、形だけのものになりつつある。 

しかし、仕事だけでなく充実した生活（ワークライフバランス）を送るためには、ノー

残業デーを実施する意義は大きい。そのため、各課又は各係で、職場の状況に応じて「必

ず帰る日」を設定し、名称を「ワークライフバランスデー」とし、定時退庁を義務づける。 
内容 

 

評価 

名称自体は「ノー残業デー」から「ワークライフバランスデー」に変更され、アンケー

ト結果を見ると職員にも浸透していることがわかる。 

ただし、依然として定時退庁が難しいという意見もあり、制度が形骸化しないよう、効

果的な運用が求められる。たとえば、現在は全庁で統一した曜日や日にちを指定している

が、業務の都合等により指定日での実施が難しい場合もあるため、部署または個人で定時

退庁日を設定して宣言するという方法等が考えられる。 

また、実効性を高めるためにはある程度の強制力を持たせることも必要であることか

ら、PC の強制シャットダウンや一斉消灯という対策も考えられるが、そもそもの目的に

立ち返り、職員ひとりひとりの意識啓発や、業務の見直し等にも並行して取り組む必要が

ある。 

 

◇取り組み実績◇ 

実施年度 取り組み内容 

平成 27 年度 
名称を「NO 残業デー」から「ワークライフバランスデー」へ変更し、毎週金曜

日と給与支給日の定時退庁を呼び掛けている 

平成 30 年度 19 時と 20 時のそれぞれ 10 分前に庁内放送で退庁を促している 

 

◇庁内アンケート質問事項◇ 
Q1．「ワークライフバランスデー」があることを知っていますか？ 

Q2．ワークライフバランスデーは定時に退庁できていますか？ 

Q3．（定時退庁できない方へ）定時退庁できないのは何故ですか？ 

Q4．退庁を促す庁内放送を実施していますが、このことによる意識変化はありますか？ 

Q5．「ワークライフバランスデー」についての意見があれば教えてください。 
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 ＊「ワークライフバランスデー」についての意見＊ 
 

 ・庁内放送により意識が高まり、自身の健康管理のきっかけとなっている 
 ・思い切って定時退庁してみたら、思いのほかリフレッシュできて仕事効率が上がった 
 ・業務都合により、個人や部署単位で定時退庁日を自由に設定できた方がよい 
 ・在宅ワークやフレックス勤務の導入など、より柔軟な働き方を推進してほしい 
 ・強制力がないので、PC の強制シャットダウンや消灯等の検討もした方がよい 
 ・個人任せの仕組みは無理があり、所属長の声かけや部署内の情報共有が必要である 
 ・抜本的な解決になっていないので、業務内容や進め方の見直しを先にするべき 

 ・全庁的に浸透してきているので、徹底できない原因を評価・検討する時期を迎えている 

 
◇庁内アンケート結果◇ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（１）職場環境の整備 ̶ ④  
  

- 26 - 
 

 

④自己申告票の周知 
 
A 群 

 

職員は毎年自己申告票を提出し、自由な意見を述べることができるが、より活用しやす

い様式に見直す。 
内容 

 

評価 

自己申告票は自由提出であるため、提出経験のある職員は６割程度という結果である

が、制度としての認知度は高いと思われる。ただ、提出することによる影響を不安視する

声が多く聞かれ、希望があるにも関わらず提出できずにいる職員も潜在していることが窺

える。 

申告した内容がどのように活用されるのか、閲覧範囲や処遇反映の程度が明確になるこ

とで、提出に対する不安が軽減されるため、職員課には可能な範囲で対応願いたい。 

また、提出期間が短いことや年一度では機会が少ないという意見もあり、職員が申告す

べき事項及びタイミングに遺漏がないようにするための柔軟な運用が求められる。 

 

◇ワーキンググループでの検討◇ 
検討事項 

・様式の見直しについて検討した。 

・提出時期及び提出期間の確認をし、適正であるか検討した。 

提案事項 自己評価シートとの違いを明確化する 

意見 

個人宛にメール送信する等して周知を図っていたが、詳細までは把握していない職員

も多いことが判明した。自己評価シートとの併用も開始したことから、今後更なる周

知が必要である。 

 

◇庁内アンケート質問事項◇ 
Q1．自己申告票を提出したことがありますか？ 

Q2．自己申告票の提出について、困っていることや分からないことはありますか？ 

Q3．自己申告票の記入及び提出がしにくい理由は何ですか？ 

Q4．その他、自己申告票についての意見があれば教えてください。 
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◇庁内アンケート結果◇ 
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⑤旧姓使用の選択手法の明確化 
 
B 群 結婚等により姓が変更になる際、配属される職場によって旧姓使用の可否が異なってお

り、旧姓使用したくてもできない職員もいる。また、旧姓使用を選択しても、本名を使用

しなければいけない場面があるのか明確な基準がないため、使い分けが難しいという声が

一部の職員からあった。今後は規程を整備し、旧姓使用推進に寄与するよう検討する。 
内容 

 

評価 

旧姓使用については、アクションプランでの提言を受け、平成 28 年 3 月に「国立市

職員旧姓使用取扱要綱」が制定され、運用中である。以前は職場によって旧姓使用が認

められなかったところ、要綱制定により希望するすべての職員が旧姓を使用できるよう

になった。 

アンケート結果を見ると広く周知されているとは言い難いが、姓を改める申出のあっ

た際には個別に案内をしているため、必要な職員への情報提供は行き届いていると思わ

れ、評価できる。 

 

◇取り組み実績◇ 

実施年度 取り組み内容 

平成 28 年度 「国立市職員旧姓使用要綱」を施行 

 

 

◇庁内アンケート質問事項◇ 
Q．旧姓使用の要綱が制定され、職場で旧姓が使用できることを知っていますか？ 

 

◇庁内アンケート結果◇ 
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⑥ファシリテーション研修の実施（係長職以上） 
 
B 群 

女性職員が、会議等において円滑な意思決定や合意に至るまでの能力向上を図るため、 

ファシリテーション研修を体系化し実施するよう検討する。 
内容 

 

評価 

ファシリテーション研修については、庁内では実施に至っていない。 

東京都市町村職員研修所で実施される係長職以上を対象とした研修に参加することは

できるが、希望者は例年少数に留まっている。 

また、アクションプランでは「係長職以上の女性職員」を対象としているが、アンケ

ート結果を見ると、性別・職層に関わらず、会議等の主催経験がある職員からは研修受

講を希望する声が多い。引き続き、対象職員も含めて庁内での実施を検討する必要があ

る。 
 

◇ワーキンググループでの検討◇ 

検討事項 ワーキンググループ会議においてファシリテーターを設定し、実施する 

意見 
研修の実施には至っていないが、メンバーが順にファシリテーターとして会議を進行

し、必要性を実感した。今後、研修の必要性を検討する。 

 

◇庁内アンケート質問事項◇ 
Q1．ファシリテーション研修を実施した場合、参加したいですか？ 

Q2．研修を実施する場合、どのような職員を対象とすべきだと思いますか？ 

 

◇庁内アンケート結果◇ 
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⑦繁忙期における部内異動等の対応 
 
C 群 現状においても、部内異動・課内異動等については、部課長の発意に基づき原則的には

可能である。しかしながら、柔軟な人事配置はあまり行われていない状況である。今後、

より柔軟な人事配置ができる旨を庁内に周知するとともに、各部署と人事部局で情報を共

有し、柔軟な人事配置対応に努める。 
内容 

 

評価 

部・課内異動については、部課長の判断により以前から可能であったが実施に至らな

いケースが多く、柔軟な人事配置はあまり行われていなかった。この状況を受け、より

実現性を高めるため平成 30 年 3 月に「相互応援勤務実施基準」が制定され、運用され

た実績もある。いずれも経験した職員からは肯定的な意見が多く、適正に運用すること

ができれば、効果的な制度と言える。 

 ただし、実施に当たっては相互の課内調整も必要であることなど障壁も多く、運用方

法の明確化を求める意見も多かったことから、継続的な周知をする中で実例を紹介する

等の取り組みをしていく必要がある。 

 

◇取り組み実績◇ 

実施年度 取り組み内容 

平成 29 年度 「相互応援勤務実施基準」を制定 

 
◇庁内アンケート質問事項◇ 

Q1． 繁忙期において、部内異動等の対応ができることを知っていますか？ 

   また、所属部署において実施したことがありますか？ 

Q2．（部内異動を自部署で経験したことがある方へ）効果があったと思いますか？ 

Q3．平成 30 年 3 月に「相互応援勤務実施基準」が制定されたことを知っていますか？ 

Q4．課・部内異動や、相互応援勤務についてご意見のある場合には教えてください。 
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 ＊「相互応援勤務」についての意見＊ 
 

 ・もっと PR 強化をお願いしたい。 
 ・嘱託員も対象にしてほしい。 
 ・専門性を有する業務は内容を理解してもらう時間が必要になる。 
 ・人員不足への対応策として今後はより重要性が高まるものと思うので、積極的に運用すべき 
 ・具体的な活用事例を公表していただくと、様々な部署で応用しやすいと思う。 
 ・業務内容がよくわかっていない職員が繁忙期に突然来ても逆に手間が増えるだけなので、 
  計画的に実施する必要がある。（年間で繁忙期にあたる時期を予め想定し、応援職員に担っ 
  てもらう業務を細かく設定する等の準備が必要。） 
 ・業務の繁閑時期は毎年決まっていることなので、初めから定型的に人員配置を設計し、機能 
  させるべきであると思う。 

 

 

◇庁内アンケート結果◇ 
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⑧残業時間数に応じた定数の見直し  
C 群 国立市における時間外勤務は増大する傾向にあるが、職員の健康維持の観点から必要に

応じ定員について担当部署と連携をとり、見直しを図ってきている。各職場とは時間外の

ヒアリングを実施し、残業時間数と職員一人当たりの勤務時間数を確認する中で、職場の

規模や業務内容等を踏まえ、必要な人数の配置の必要性が認められる場合は、担当部署と

情報共有を行い、定員管理に反映できるよう努める。 

内容 

 
 

⑨課長の係長兼任をなくした人員の配置  
C 群 若い世代においても、課長や係長という役割を担う職員が増えている。その中で、子育

て真最中の職員も多い。兼任職場では、その職員に負担がかからないように、組織で吸収

できるような風土の醸成に努め、定員管理部署と情報を共有し、必要に応じて人員を適正

に配置するよう努める。また、昇任試験制度と連携を図り、能力や意欲のある職員を登用

するなど、人材育成に努める。 

内容 

 

 

評価 

各年の定員管理計画では、各課からの要望提出を受けた上で、総合的な判断により適

正な人員管理がされており、各部署における超過勤務時間数もひとつの要素として検討

されている。今回のアンケート結果からもわかるように、残業時間と人員には必ずしも

相関があるわけではなく、業務量が多くとも定時内で業務を効率的に遂行するよう努め

る等の取り組みにより、業務負担が数字には現れないこともあるため、残業時間はあく

までひとつの指標であるとの認識が必要である。 

 必要な人員を考えるに当たっては、残業時間以外にも、業務内容や性質、有休取得

率、産育休職員や病休職員の有無、嘱託員の人数等も含めた総合的な判断が必要であ

る。現在は、その結果において人員が不足していると判断された場合には、定員管理の

枠外として職員課において過員措置として対応しており、一定の評価はできる。 

 残業時間数が多い場合には根本的な原因究明が必要であり、適材適所の人員配置に加

えて、管理職が職員ごとの能力や特性に応じた適正な業務分担を行うなどの取り組みが

求められる。 

 
 
◇庁内アンケート質問事項◇ 

Q．残業時間数と定員管理の関係についてどう思いますか？ 

  定数の見直しについて意見があれば教えてください。 
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◇庁内アンケート結果◇ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 28 

35 33 

人員は足りている 人員不足 

時間外 多 

時間外 少 

 ＊定数見直しについての意見＊ 
 

 ・残業時間が少ないのは、人員に余裕があるからではない。 
 ・残業時間はゼロを標準とする発想を持つことが必要と思う。 
 ・嘱託員の多い職場もあるので、職員だけで定数をカウントすると実際の業務量を算定できない 
  のではないか。 
 ・残業時間を見ての定員管理は、効率的に仕事をしている人が不満を持ち、やる気をなくさせる。 
  時間外を増やせば人が付くという論理で、逆効果。 
 ・残業は業務量によるものと人によるもの(能力、性格など)があるように思う。 
 ・仕事内容の実態を把握して適正に配置する。 
 ・業務の見直し（分担や優先順位等の見直し）をすることで残業時間が削減できることもあると 
  思うので、まずは削減を試み、それでも改善しないようであれば、人員を見直すべきだと思う。 
 ・単純な人数だけでなく個々の職員の能力を考慮して定員管理すべき。 
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①ワークライフバランスの研修実施 
 
A 群 平成 27 年度には全管理職を対象に研修を実施したところである。今後は、担当課と職

員課において連携を図り、全職員を対象に体系的に研修を実施していく。研修を受講する

ことで、自らのワークライフバランスの意識の醸成も含め、ワークライフバランスを念頭

においた職場内の調整にも役立ていく。 
内容 

 

評価 

「ワークライフバランス研修」という名称での研修は実施していないが、当アクション

プラン策定時に比べてワークライフバランスに対する職員の意識は高まっている。 

ワークライフバランス実現のため、時間外勤務の削減の取り組みを強化する中で「タイ

ムマネジメント研修」を実施しており、2019 年度から対象職員の拡大も行っている。受

講した職員からは上記の通りポジティブな感想が多く、すぐにでも実務に活かせる内容で

あることから、今後も幅広い職層を対象に、引き続き実施されることを期待する。 

また、当アンケートにおいても「内容によっては参加したい」という意見が多かったた

め、各職場の環境や業務進行の現状及び課題を把握した上で、研修の内容についてもその

都度検討されるとよい。 

 

◇取り組み実績◇ 

実施年度 取り組み内容 

平成 28 年度 管理職向けにタイムマネジメント研修を実施 

平成 29 年度 タイムマネジメント研修の対象を係長職まで拡大 

令和元年度 タイムマネジメント研修の対象を主任職まで拡大 

 

◇庁内アンケート質問事項◇ 
Q1．ワークライフバランス研修が実施されたら参加したいですか？ 

Q2．ワークライフバランス研修を実施する場合、どのような内容を希望しますか？ 

Q3．（主事・主任職の方へ）現在係長職以上向けに「タイムマネジメント研修」を実施しています。 

対象が拡大された場合、参加を希望しますか？ 
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◇庁内アンケート結果◇ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＊2019 年度「タイムマネジメント研修」参加者のアンケート結果（抜粋）＊ 
 

 ・自分の取り組むべき課題が明らかとなり、改善の方向性を知ることができた。 
 ・優先順位のつけ方を学んだので、業務に活かしていきたい。 
 ・仕事の進め方や業務分担を見直すきっかけになった。 
 ・全職員が受講すべき内容だと思った。（新人／主事職向けだと思った。） 
 ・グループワークでケーススタディをすることにより、理解が深まった。 
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②ハラスメント防止研修実施・女性職員の相談窓口 
 
A 群 

セクシュアル・ハラスメントについては、防止要綱が策定されているが、今後、新たな

ハラスメントにも対応できるよう、内容の見直し等を行い、ハラスメントの未然防止に努

める。 

また、女性職員がハラスメントを受けた際に、相談しやすい体制づくりを行なう。その

一環として、女性職員を相談員として配置することを合わせて庁内に周知する。また、ハ

ラスメントに係る苦情処理委員会の設置を行う。 

内容 

 

評価 

アクションプランに掲げられている「研修実施」及び「女性職員の相談窓口」について

は実現されたため評価できる。研修については平成２９年度より管理職向け及び一般職向

けに毎年実施しており、基礎知識の習得や事例検証により各種ハラスメントに対する理解

を深めている。また、相談窓口についてはケースごとのフローを明示したり、相談員の拡

充を行ったりしている。 

継続的な意識啓発のため、これらの取り組みを引き続き行うことは必須であるが、実際

に事実が発生した場合の対応方法が十分に知られていないことによる不安の声も聞かれ

るため、定期的な周知と併せて、可能な範囲で相談対応事例の紹介等もあるとよい。 

アンケートの結果をみると、約半数の職員がハラスメント現場に直面したことがあると

の回答だったが、同時に事実発生後のフォロー不足を指摘する意見もあり、今後は制度を

適正に運用する中で、個別案件に対してより丁寧に対応していくことが求められる。 

ハラスメントは起こらないことが何よりだが、起こってしまった場合の対応を充実させ

ることで、職員が安心して働ける職場環境づくりの一助になると考える。 
 

◇取り組み実績◇ 

実施年度 取り組み内容 

平成 28 年度 国立市ハラスメント苦情相談処理要綱制定 

平成 29 年度 ハラスメント防止研修の定期実施開始 

平成 30 年度 
ハラスメント防止フローの作成、ハラスメント相談員の設置 

ハラスメント対応（報告・相談等）基準 を制定 

 

◇庁内アンケート質問事項◇ 
Q1．今まで職場でハラスメントを感じたことはありますか？  

Q2．ハラスメントを感じたことがある場合、内容を教えてください。答えられる範囲で結構です。 

Q3．ハラスメント相談員が設置されていることを知っていますか？ 

Q4．ハラスメントが起きてしまった場合、相談しやすい仕組みづくりのためには何が必要だと思います 

か？ 
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◇庁内アンケート結果◇ 
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③男性職員の出産支援休暇、育児参加休暇 
 
A 群 

配偶者が出産する男性職員に対し、平成 27 年 4 月から特別休暇として新設された。 

制度を適宜周知し、積極的な取得を促す。 
内容 

 

評価 

平成２７年度に新設された休暇だが、実績を見ると取得人数・日数ともに徐々に増加

しており、制度が浸透しているように思われる。必要な職員が適切な時期に制度を利用

できるよう、引き続き周知が必要である。 

 また、アンケート回答の自由意見として「育児参加」という言葉自体に違和感を覚え

るという意見があった。性別によらず親が当事者として育児にかかわることは当然であ

るため、休暇名称の検討と併せて男性の育児について根本的な意識改革が必要であるこ

とがうかがえる。 

 

◇ワーキンググループでの検討◇ 

検討事項 
・これまでの休暇取得実績を確認し、取得者数や取得率の推移について分析した。 

・座談会の内容を受け、制度周知状況や取得のしやすさ等について検討した。 

提案事項 
・座談会の内容を庁内周知する。 

・対象期間が短いので、時期を逃さないよう所属長等から声かけをする仕組みをつくる。 

意見 
取得率も上がっていることから制度の周知が進んでいると思われるが、まだ制度を知ら

ない職員もいる。座談会の内容を庁内で共有し、休暇取得への抵抗を減らしていく。 

 

◇庁内アンケート質問事項◇ 
Q1．男性職員の出産支援休暇を知っていますか？  

Q2．男性職員の育児参加休暇を知っていますか？ 
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◇庁内アンケート結果◇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＊取得者の体験談＊（H30.2.6 実施 座談会より） 
 

  Q．休暇取得のきっかけは？ 

  A．子どもとの時間がほしいと思ったことが一番だが、近くの部署で取得している職員が 

    いたことが後押しとなった。 

  Q．休暇を取得した際、どのように過ごしていましたか？ 

  A．掃除、洗濯、上の子の世話、配偶者の帰宅前に夕食の支度など。 

    配偶者の復職直後に取得し、フォローできるよう心掛けていた。 

  Q．取得を迷っている職員へのメッセージをお願いします 

  A．ある程度割り切ることが必要。 

    仕事は代わりがいるが、親としての務めは自分にしか果たせません。 
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④小学生の子対象の看護休暇  
A 群 

平成 26 年度までは小学校就学前の子を対象としていたが、罹患率の高い年齢層にも対

応するため、平成 27 年 4 月から対象を小学校就学中の子まで広げ、特別休暇として新設

された。制度を適宜周知し、取得者を増やす。 内容 

 

評価 

「子の看護休暇」は従前小学校就学前の子を対象としていたところ、平成２７年度よ

り中学校就学前まで対象を拡大し、小学生の子についても制度を利用できるようになっ

た。実際に小学生の子をもつ職員には活用されており、評価できる取り組みである。  

 今回のアンケートにおいては、制度の認知度は高いものの、対象年齢や内容の詳細は

十分に知られていないことがわかった。引き続き周知を徹底するとともに、休暇取得に

際しては周囲の理解も必要であることから、自身が取得対象ではない場合も含め、職員

の意識啓発にも取り組んでいきたい。 

 今後は取得対象者からの意見にも積極的に耳を傾け、子の人数に応じた日数の見直し

や、取得単位の変更、さらなる対象年齢の拡大にも期待したい。 

 

◇取り組み実績◇ 

実施年度 取り組み内容 

平成 27 年度 子の対象年齢を小学校就学前から中学校就学前へ拡大 

 
◇ワーキンググループでの検討◇ 

検討事項 
・休暇制度が活用されているか、周りの職員へ聞き取りを行い確認した。 

・子育て中に休暇が必要になる場面を整理した。 

提案事項 
・どのような場合に使えるか周知を徹底する。 

・取得単位を見直し、時間単位での取得を可能とする。 

意見 

よく知られている制度ではあるが、健診の際でも取得できる等の細かい部分までは知

らない職員もいる。また、家庭状況により使い勝手も違うため、より柔軟に各状況に

対応できる制度になるとよい。 

 
◇庁内アンケート質問事項◇ 

Q1．子の看護休暇を知っていますか？  

Q2．子の看護休暇は、病気のときに限らず、予防接種や健康診断を受けさせる場合でも取得できること 

を知っていますか？ 

Q3．子の看護休暇について意見があれば教えてください。 
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◇庁内アンケート結果◇ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊「子の看護休暇」についての意見＊ 

・時間単位で取得できるようにしてほしい。健診などは１時間休めば済むことも多い。 

・子１人につき５日間とし、３人なら１５日としてほしい。 

・取得日数が上限に達しても、必要に応じて相当日数の付与があってもいいのではないか。 

・子どもに限定せず、両親・兄弟等を含む制度としてほしい。看護が必要なのは子どもだけではない。 

・中学生まで対象を広げてほしい。 
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⑤休暇制度の周知 
 
A 群 現行の休暇制度を周知するリーフレットには、休暇に関する多くの具体例を挙げて配布

しているが、十分に理解されていない現状がある。職員課からの通知、案内方法などの見

直しを行い、積極的に休暇取得できるよう各職場においては所属長からの取得促進を行

う。 
内容 

 

評価 

「休暇制度の周知」は職員課発行の「子育て支援リーフレット」の配布や、庶務事務

システム上での制度説明文記載などの取り組みを行っており、アンケート結果では、

「必要な休暇は取得できている」という回答が多かった。その一方で、特別休暇につい

ては、種類によって認知度にばらつきがあることがわかった。 

 生理休暇など、種類によっては周囲に気を遣って取得をためらってしまうこともあ

り、取得対象者だけではなく、周りの職員が制度を把握していることも休暇取得促進に

つながると考えられる。 

 休暇制度については、ハンドブックを作成するなどして今後も引き続き周知の機会を

設け、職員全体が制度を知ることによる休暇取得率の向上に期待したい。 

 
◇ワーキンググループでの検討◇ 

検討事項 
・周知方法の見直しについて検討した。 

・他企業の休暇制度を調査し、国立市で活用できるものがないか話し合った。 

提案事項 休暇制度と申請方法をリンクさせた案内冊子を作成する。 

意見 

新設・変更された制度があまり知られていない場合がある。制度を知っていても申請

方法がわからないものも多いため、庶務事務システムでの申請方法や休暇取得時に必

要な書類等も併せた案内があるとよい。 

 
◇庁内アンケート質問事項◇ 

Q1．国立市では様々な休暇制度がありますが、それぞれの制度についてどの程度知っていますか？ 

Q2．休暇の取得状況について教えてください。 
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◇庁内アンケート結果◇ 
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⑥メンタルヘルス、健康相談の活用・充実 
 
B 群 

職員が心身ともに健康な状態で勤務ができるようにするためには、メンタルヘルス、健

康相談等の制度を必要に応じてうまく活用できる環境が必要である。 

健康相談では、健康診断結果からの受動的な相談（面談）だけでなく、心身に不安があ

る時には、対面、電話、インターネットなどのツールを用意し、利用しやすい環境を整備

することが大事である。 

内容 

 

評価 

アクションプラン策定時に比べて、メンタルヘルスに係る取り組みや相談事業の拡充は

進んでおり、評価できる。ただ、あまり職員に知られていない制度もあるため、周知にも

工夫が必要である。既存の制度を職員が最大限活用できるよう、引き続き取り組みを推進

していく。 

また、新たな取り組み案として「メンター制度」の導入が考えられる。若い職員のメン

タル不調増加を受けて、ワーキンググループの会議で提案されたものである。新人職員が

早く職場に馴染むことを促進し、他部署の職員との関係構築の機会をつくる。年齢や年次

の近い職員を、職場外にも相談相手として持つことでメンタルヘルスの維持・向上に寄与

するものであり、制度が運用されることを期待したい。 

 

◇取り組み実績◇ 

実施年度 取り組み内容 

平成 23 年度 カウンセリングセンターの設置（「東京メンタルヘルス」外部委託） 

平成 28 年度 
メンタルヘルス研修の定期実施開始 

ストレスチェックの実施開始 

平成 30 年度 職員課へ保健師を配属 

 
◇ワーキンググループでの検討◇ 

検討事項 
・職員課職員より、既存の制度を紹介してもらう機会を設けた。 

・他自治体の取組みを調査し、共有した。 

提案事項 
・既存の制度周知を徹底する。 

・メンター制度を導入する。 

意見 

既存の制度についてあまり知られていないことがわかった。多くの職員が利用できる

よう周知を徹底するとともに、他自治体の例に倣い、メンター制度の導入を検討した

い。 
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◇庁内アンケート質問事項◇ 

Q1．メンター制度についてどう思いますか？ 

Q2．メンター制度導入に当たっての意見があれば教えてください。 

Q3．現在、職場で悩みなどを相談できる相手はいますか？ 

Q4．職場で悩みなどを相談したい（もっと話す時間がほしい）と思っている相手はいますか？ 

 
 

◇庁内アンケート結果◇ 
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⑦リフレッシュのための休暇取得推進・管理職の休暇取得推進・ 
夏季休暇の計画的取得、連続取得の推進  

B 群 
休暇の取得推進には管理職のマネジメントに期待されている部分がある。職場内の休暇

取得状況について管理職が把握し、休暇を取得しやすい風土の醸成に努める。 
内容 

 

評価 

年次有給休暇の取得については、取得理由は不明だが、この数年で平均取得日数に大き

な増減はない。今回のアンケート結果を見ると、「リフレッシュのため」という回答も多い

が、何か用事があっての休暇取得がそれ以上に多いことがうかがえる。特に、子を持つ職

員は、学校行事への参加や病気の際の看護などに終始し、自身のリフレッシュのために休

暇を取得するに至らないようである。 

子育て中の職員だけではなく、自身の通院が必要な場合や、要介護の家族がいる場合な

ど、それぞれの状況により休暇の取得理由や取得日数には差があるが、必要な時に休暇を

取得することができる職場環境が望ましく、「業務量が多く休めない」「休みにくい雰囲気」

という回答となった職場は改善が必要であると言える。業務の見直し・削減や、余裕のあ

る人員配置を実現して、「働きやすさ」と同時に「休みやすさ」についても検討を深め、取

り組んでいく必要がある 

必要な休暇を取得しやすい職場環境をつくることはもちろんのこと、加えて「リフレッ

シュのため」と胸を張って休めるようになるとよい。リフレッシュすることで心身ともに

健康増進につながるため、職員が生き生きと働くことができるようになり、最終的には市

役所全体の生産性向上に寄与すると考える。 

 
◇ワーキンググループでの検討◇ 

検討事項 
・民間企業での取り組みを調査し、内容を共有した。 

・厚労省「有給休暇取得ハンドブック」を紹介した。 

提案事項 
・有給休暇の計画的付与制度の導入 （有給休暇計画表の作成） 

・休暇取得促進ハンドブックの作成 

意見 

夏季休暇は各課で計画表を作成するよう促しており取得率も高いが、連続取得の推進

は部署の業務都合等により難しい場合もある。有給休暇の取得促進も併せて、全庁的

に休暇を取得しやすい制度や職場環境づくりが必要。 
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◇年次有給休暇の取得実績◇ 

実施年度 平均取得日数 取得率（繰越分含む） 

平成 26 年度 １１．０日 ３０．０％ 

平成 27 年度 １４．６日 ３６．１％ 

平成 28 年度 １２．９日 ３３．２％ 

平成 29 年度 １２．８日 ３６．１％ 

平成 30 年度 １３．４日 ３７．１％ 

 

◇庁内アンケート質問事項◇ 
Q1．年次有給休暇はどのくらい取得していますか？ 

Q2．有給休暇の取得理由は何ですか？差し支えない範囲でお答えください。 

Q3．休暇を取得するのが難しいと感じるのは何が理由だと思いますか？ 

Q4．年次有給休暇の取得率を上げるためには、どのような取り組みが有効だと思いますか？ 

 

◇庁内アンケート結果◇ 
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⑧男性職員の育児休業取得推進・ワークライフバランスの職場への 

理解の浸透  
B 群 

男性職員の育児休業については、休暇制度と同様、すでに制度はあるが、周知や活用が

十分になされていない。育児休業の取得者が増えるよう、短期間でも取得できる等、制度

の具体的な内容も含めて周知を強化していく。 

 また、男性職員に限らず、職場に過度の遠慮をすることなく、家庭状況と本人の希望に

沿った育児休業の取得ができるよう、ワークライフバランスの理解を深めるための具体策

を検討していく。 

内容 

 

評価 

男性の育休取得者は例年２～３名に留まっており、取得日数も短いケースが多い。

徐々に男性も育休を取得することが当たり前であるという風潮に変わりつつあるが、今

回のアンケート結果では、育休取得に抵抗のある男性職員が７割近くいることがわかっ

た。 

 業務量を適正に調整・分担し、職場全体にワークライフバランスの大切さが浸透する

ことで、男性職員でも育児休業を取得しやすい組織になると考えられる。 

 
 
◇ワーキンググループでの検討◇ 

検討事項 
・これまでの休暇取得実績を確認し、取得者数や取得率の推移について分析した。 

・座談会の内容を受け、制度周知状況や取得のしやすさ等について検討した。 

提案事項 
・所属長から育児休業取得を促す仕組みをつくる。 

・育児休業を何回かに分割して休業できるよう制度を変更する。 

意見 

取得率は上昇しているが、男性職員でも子が生まれたら育休を取得するのが当然とい

う環境ができるとよい。長期不在にするのは難しい職場も多いので、分割して複数回

取得ができるようになると取得しやすい。 

 
◇男性職員の育児休業取得実績◇ 

実施年度 取得人数 取得率 

平成 26 年度 ０人 ０．０％ 

平成 27 年度 ２人 ２８．６％ 

平成 28 年度 ２人 ２５．０％ 

平成 29 年度 ３人 ２７．３％ 

平成 30 年度 ２人 １６．７％ 
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◇庁内アンケート質問事項◇ 
Q1．男性も育児休業を取得できることを知っていますか？ 

Q2．（男性職員の方へ）現職場で育児休業を取得しやすいと感じますか？ 

   男性よりが育児休業を取得しやすくするためには、どのような取り組みが有効だと思いますか？ 

Q3．自信のワークライフバランスは保たれていますか？工夫していることがあれば教えてください。 

Q4．ワークライフバランスについて職場の理解はあると思いますか？ 
 

◇庁内アンケート結果◇ 
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⑨休暇・休業取得時の職場の人員確保  
C 群 

休暇・休業に対する人員配置は、定員管理部門・人事部門・各職場の間で連携を取りなが

ら、必要な措置は講じてきているが、今後も情報共有しながら対応していくこととする。 
内容 

 
 

⑩係長職以上の産休・育児休業の取得  
C 群 

管理職や係長職の産休・育児休業については、取得者の体験談や職場のサポート状況につ

いて、庁内に情報提供する中で、取得しやすい環境の整備に努めたい。 
内容 

 

評価 

係長職以上の産育休については、本人は取得に抵抗があると感じている一方で、主任

職以下の職員は自分の課長や係長が産育休を取得することに肯定的であることがわかっ

た。 

 実際にこの２年間は育児休業取得者の３割以上が係長または課長となっており、徐々

に産育休が取得しやすい環境が醸成されているように見受けられる。 

 ただし、前提として、休みに入った職員の業務をきちんと引き継げるよう人員を配置

することや、管理職が不在であってもカバーできる体制が必要である。産育休代替職員

については臨時職員での対応が原則となっているところ、係長が産育休を取得する際に

は係長職職員を充てるという運用をしているが、あまり知られていないために不安要素

となっていることも考えられる。 

 今後は、職員が産育休を取得する際のフォロー体制についても周知をするとともに、

躊躇なく休めるような職場環境づくりや職員の意識啓発に総合的に取り組んでいく必要

がある。 

 
◇係長職以上の育児休業取得実績◇ 

実施年度 取得人数（全体） うち課長職 うち係長職 取得 

平成 27 年度 １０人 １人 ０人 １０．０％ 

平成 28 年度 １３人 ０人 １人 ７．７％ 

平成 29 年度 １２人 １人 ３人 ３３．３％ 

平成 30 年度 １０人 １人 １人 ３０．０％ 
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◇庁内アンケート質問事項◇ 
Q．（係長職以上の方）産育休を取得しにくいと感じますか？ 

   （主任職以下の方）自分の課長や係長が産育休を取得することに賛成ですか？ 

 
 
◇庁内アンケート結果◇ 
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①キャリアプラン研修の実施・女性管理職講話 
 
A 群 

女性の登用が進まない要因には、女性管理職が少なく、各々の状況に近いキャリアプラ

ンのイメージが描きにくいことや、身近に相談できる目上の女性職員や上司や先輩がいな

いことが推察される。 

女性職員が管理職を特別な存在ではなく、身近な目標へと考えられるように、女性管理

職の話を聞いてイメージを持ちやすくしたり、モチベーション向上のための意見交換がで

きる場を増やす。 

現職の女性管理職や女性管理職経験者に、管理職を目指したきっかけや、実際の仕事内

容、やりがい、家庭との両立などを伝えてもらうことにより、女性職員が今後のキャリア

プランを組み立てやすくし、今後キャリアアップを目指す中で不安や問題が生じた際には、

相談しやすい関係を構築する環境を提供する。 

内容 

 

評価 

女性キャリアデザイン研修は毎年実施しており、その中で女性管理職講話も実施して

いる実績がある。今回のアンケート結果をみると、マネープランや人生設計については

女性に限らず興味のある内容であり、講話者も女性管理職に留まらず憧れとされている

職員の名前が挙がった。 

今後の研修実施に向けては、受講対象者の拡大を検討し、講話者についても都度参加

者の希望を反映させる等、職員のキャリアに対する意識向上に寄与できるよう構成した

い。 

 

◇取り組み実績◇ 

実施年度 取り組み内容 

平成 25 年度 女性職員向けキャリアデザイン研修実施開始（研修内で女性管理職講話を実施） 

平成 30 年度 キャリアデザイン研修の対象を男性職員へも拡大 

 
◇ワーキンググループでの検討◇ 

検討事項 キャリアデザイン研修の内容について見直しを行った。 

提案事項 
・男性も含めた研修実施 

・男性の意識調査を行い、次回研修実施時に再度検討する。（平成 29 年度時点） 

 
◇庁内アンケート質問事項◇ 

Q1．自分のキャリアプランについて考えたことがありますか？  

Q2．キャリアプランに関する研修を実施した場合、参加を希望しますか？ 

   具体的に聞いてみたい内容があれば教えてください。 
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◇庁内アンケート結果◇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊希望する内容＊ 

 ・マネープラン 

 ・人生設計 

 ・仕事、家事、育児の両立 

 ・年金 

 ・地域とのつながり 

 ・独身での生きがいの見つけ方 

 ・係長、課長、部長職の具体的な仕事内容 

                   ほ

全体で４分の３の職員が研修への 

参加を希望するとの回答でした。 

女性の希望者は８割にものぼり、実

施の必要性がうかがえます。 



（３）女性職員の意識改革・管理職を目指すための啓発 ̶ ②  
  

- 54 - 
 

 

②自己啓発取り組み等の推進 
 
A 群 育児休業中の職員に対しては、自己啓発に資する資料（通信教育・自主研修等）を提供

し、復職に備えてスキルアップを目指していけるよう、学ぶ機会を支援する。 

また、職場の人事異動及び制度改正、その他周知が必要な事柄については、情報提供を

積極的に行う。 
内容 

 

評価 

制度自体はあるものの、今回のアンケートで半数以上の職員が詳しい内容までは知ら

ないということがわかった。通信教育については、昨年度の WG での検討を受けて平成

30 年度から開講月を通年としたところ（これまでは４月・10 月の年２回だった。）10

月時点で受講者が倍増していることから、職員が活用しやすい運用も求められる。 

今後は、周知の際に前例を紹介するなどして更なる制度活用を促し、助成対象講座に

ついても職員からの希望を取り入れる等して学びの機会を広げられるとよい。 

また、休職中の職員へ受講を促すことにより復職に対する不安軽減につなげたい。 

 
◇ワーキンググループでの検討◇ 

検討事項 
・既存の制度の確認を行った。 

・新たに考えられる取組みについて検討した。 

提案事項 
・助成制度の周知を徹底する。 

・本棚を設置し、自己啓発本の寄付してもらう。リストを作成して管理する。 

意見 制度はあるものの、周知が不十分である。多くの職員に知ってもらう工夫が必要である。 

 

◇庁内アンケート質問事項◇ 
Q1．国立市では、職員の自己啓発を推進するために、「自主研修」「自主研究グループ」「通信教育」制

度があることを知っていますか？  

Q2．自己啓発に関する制度を推進するに当たり、工夫した方がいいと思うことがあれば教えてくださ

い。 
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③人事評価制度の取り組みの推進 
 
B 群 

人事評価制度については、平成 26 年度より一般職も評価対象として実施している。ま

た、評価結果を的確に給与等へ処遇反映できるよう準備を進めている。 

既に人事評価の研修を受けた係長以上の職員だけでなく、主任職以下の女性職員にも人

事評価の内容や評価方法等について十分理解・周知するよう努め、人事評価をモチベーシ

ョン向上の一要素として活躍できるきっかけづくりを行う。 

また、育児等を理由として休業している職員が、制度に沿って正当に評価されているこ

とや、その結果について本人がしっかり理解できるよう説明に努める。 

内容 

 

評価 

平成 29 年度から一般職に対する評価も本格的に運用がスタートし、今年度からはそ

の結果をもとにした処遇反映もされていることから、制度への取り組みは進んでいると

言える。その一方でアンケート結果を見ると、評価項目の不明瞭さ、公平性・透明性に

対する不安の声が多く寄せられた。 

今後は、評価基準を明確化させるとともに、研修を実施するなどして評価者のスキル

にばらつきが出ないようにする必要がある。また、納得性の高い評価にするために面談

を確実に実施することはもちろん、日頃からコミュニケーションを大切にして信頼関係

を構築することも求められる。 

 
◇ワーキンググループでの検討◇ 

検討事項 
・ワーキンググループメンバー内で、制度の確認を行った。 

・自己評価シートの記入について、意見交換を行った。 

提案事項 
・被評価者への制度周知を徹底する。 

・自己評価シートの書き方について説明会を実施する。 

意見 
制度自体が複雑で理解しづらく、制度の本来の目的である能力開発に結び付くに至らな

い。一般職に対しても説明会や研修を行い、制度をきちんと理解してもらう必要がある。 

 
◇庁内アンケート質問事項◇ 

Q1．人事評価制度について理解していますか？  

Q2．人事評価制度の説明会が実施された場合、参加を希望しますか？ 

Q3．自己評価シートについての意見をお聞かせください。 

Q4．人事評価結果が処遇（賞与、昇給）に反映されることにより、仕事に対するモチベーションに 

   変化はありますか？ 

Q5．人事評価制度についての意見があればお聞かせください。 
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◇庁内アンケート結果◇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


